DX人材育成に係る研修業務委託プロポーザル実施要領

１　目的及び趣旨
（１）国による自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画及び墨田区行政情
報化推進計画に基づき、全庁的なＤＸ推進体制を構築することで、新たな社会的価値を創出
し、効率的な行政運営の実現や利用者中心のサービス提供を実現する。
（２）区では求めるDX人材像として、【デジタル技術を活用して、変革を共創することができる人
材】と定めている。データ化・デジタル化の認識の深化により、行政情報化を推進し、更にＤＸのスキルを身につけることで、職員が当事者意識を持って行政情報化やＤＸに取り組み、自らの業務をよりよいものに変革していくというマインドの醸成・共有化を実現するともに、組織横断的な活躍が出来る人材の育成及びそれを周囲が積極的にサポートしていく組織風土を醸成する。

２　委託業務の概要
（１）委託業務の名称
　　　DX人材育成に係る研修業務委託
（２）業務内容
仕様書（別紙１）のとおり
（３）委託契約期間
契約締結日から令和９年１月３１日（日）まで
（４）提案限度価格、契約条件
3,025,000円（消費税及び地方消費税を含む。）
ア　本業務委託に係る契約は、審査総合評価点が第１位となった事業者を受託交渉の最優先候補者として決定し、提案内容に基づき協議の上、契約を締結する。
イ　契約手続は墨田区契約事務規則（昭和３９年墨田区規則第１１号）によるものとする。
ウ　本契約に要する費用は全て受託者の負担とする。

３　参加資格
プロポーザルに参加する事業者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
（１）対象業務における区での競争入札参加資格を有していること。
（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。
（３）墨田区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱（平成１８年９月２０日１８墨総契第３８７号）による指名停止を受けていないこと。
（４） 墨田区契約における暴力団等排除措置要綱（平成２３年５月１６日２３墨総契第１３５号）による入札参加除外措置を受けていないこと。
（５）業務責任者は官公庁、広域自治体または本区と同規模自治体（人口２５万人以上）における導入実績を有していること。
（６）過去２年以内に国又は地方自治体において、類似した研修を受託した実績（契約件数）が１件以上あること。

４　スケジュール
	項番
	手続等
	期限等

	１
	実施要領及び仕様書等の公開期間
	令和８年（２０２６年）２月２５日（水）１０時から令和８年（２０２６年）３月１３日（金）１７時まで

	２
	公募期間
	令和８年（２０２６年）２月２５日（水）１０時から令和８年（２０２６年）３月１３日（金）１７時まで

	３
	企画提案に係る質問票の受付期限
	令和８年（２０２６年）３月５日（木）１７時まで（必着）

	４
	企画提案に係る質問への回答
	令和８年（２０２６年）３月１１日（水）予定

	５
	参加申込書の提出期限
	令和８年（２０２６年）３月１３日（金）１７時まで（必着）

	６
	プレゼンテーション動画及び企画提案書等の提出期限
	令和８年（２０２６年）３月１３日（金）１７時まで（必着）

	７
	提案内容の審査
	令和８年（２０２６年）３月１６日（月）から令和８年（２０２６年）３月２５日（水）まで（予定）

	８
	審査結果の通知
	令和８年（２０２６年）４月下旬（予定）

	９
	契約締結
	令和８年（２０２６年）５月上旬（予定）


※各実施日は、選定委員会の判断により適宜調整する場合があります。

５　実施要領及び仕様書等の公開
（１）公開期間
　　　令和８年（２０２６年）２月２５日（水）１０時から令和８年（２０２６年）３月１３日（金）１７時まで
（２）公開方法
実施要領及び仕様書等は、墨田区公式ウェブサイトで公開する。
墨田区公式ウェブサイトURL：https://www.city.sumida.lg.jp/
（３）問合せ先
　　　項番１４に記載のとおり

６　企画提案に係る質問票の受付及び回答
本プロポーザルに係る質問は、次のとおり「質問票」（様式４）により提出すること。
（１）提出期限
令和８年（２０２６年）３月５日（木）１７時まで（必着）
（２）提出先
項番１４に記載のとおり
（３）提出方法
　　　「質問票」（様式４）に記入し、電子メールにより送付すること。
　　　電子メールのタイトルを「DX人材育成に係る研修事業者選定担当_社名」とすること。また、不着防止のため、送信後に電話で確認すること。
　　　なお、提出期限を過ぎた質問や、電話、ファックス、訪問による質問は受け付けない。
（４）回答予定日
令和８年（２０２６年）３月１１日（水）予定
（５）回答方法
　　　質問と回答を取りまとめ、全ての参加事業者に電子メールで送付する。
　　　なお、競争上の地位その他の正当な利益を害する恐れのある質問に対しては回答しない。

７　参加申込書の提出
　　本プロポーザルに参加を希望する場合は、次のとおり提出書類を提出すること。
（１）提出書類
ア　参加申込書（様式１）
イ　反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書（様式２）（役員等名簿を添付）
　　　ウ　事業者概要書（様式３）
（２）提出期限
令和８年（２０２６年）３月１３日（金）１７時まで（必着）
（３）提出先
項番１４に記載のとおり
（４）提出方法
　　　電子データ（MicrosoftOffice 形式又はpdf 形式）を電子メールにより送付すること。
また、不着防止のため電話での連絡も行うこと。

８　プレゼンテーション動画及び企画提案書等の提出
　　参加事業者は、以下に記載の内容に基づき資料を作成し、次のとおり提出すること。
（１）提出資料
ア　プレゼンテーション動画
イ　企画提案書
ウ　見積書（書式自由）
（２）プレゼンテーション動画
提案する内容について、以下の点に留意しプレゼンテーション動画を作成すること。
ア　動画の長さは３０分以内とすること。
イ　提出書類及びそのページ番号等を案内してから説明すること。
ウ　原則、契約締結後に業務責任者になる予定の者が説明を行うものとする。
エ　社名のわかる発言はせず、名札も着用しないこと。
オ　提案は、簡潔に分かりやすく説明すること。
（３）企画提案書
企画提案書は、以下の点に留意し、専門的知識を有しないものであっても容易に理解でき
る内容のものを作成すること。
ア　Ａ４版、カラー、両面印刷、日本語で作成し、表紙及び目次を付けること。
　　イ　一部A３版の挿入を認めるが、片面の場合はA4版2ページとしてカウントする。
ウ　総ページ数は、表紙と目次を除き、最大３０ページまでとするが、できるだけ簡潔にま
とめること。
エ　ページ下にページ番号を付すこと。
オ　企画提案書は、本実施要領及び仕様書を踏まえて作成すること。
　　カ　業務実施体制（人員配置等）について記載すること。
キ　過去２年以内に国又は地方自治体において類似した研修を受託した実績を記載すること。
　　ク　研修内容及び使用する教材等について提案すること。
　　ケ　研修効果前後比較に関するの測定方法について記載すること。
　　コ　研修内容について、実務への適用支援等があれは提案すること。
サ　提出時には、企画提案書の正本に加え、会社名及び会社を特定する事項を全てマスキン
グ処理した副本の計２部を提出すること。
　　シ　専門用語、略語等を用いる場合には「用語集」にあたる記述を設けること。
（４）見積書
見積書は任意の書式とし、カリキュラム毎の講師等の人件費、教材費（E-Learning等を含
む）等の内訳を明示すること。
（５）提出期限
　　　令和８年（２０２６年）３月１３日（金）１７時まで（必着）
（６）提出先
項番１４に記載のとおり
（７）提出方法
　　　電子メール又は記録媒体による電子データ（MicrosoftOffice形式若しくはpdf形式、プレゼ
ンテーション動画についてはMP4形式で3GB以内）、および郵送（記録媒体に電子データを収
めたもの）で送付すること。
　　　・郵送の際、封筒の表面に「DX人材育成に係る研修事業者選定担当」と記入すること。
・不着防止のため、電話での連絡も行うこと。　

９　提案内容の審査
　提出書類に不備がないかを確認し、不備がなければ選考対象として審査を行う。
（１）審査内容
提出されたプレゼンテーション動画及び企画提案書等の内容について、審査基準に基づき、
経験、実績、受託意欲、技術力、見積額などを総合的に評価し、最も高い評価を得た事業者
を交渉対象事業者として選定する。
（２）審査日時
　　令和８年（２０２６年）３月１６日（月）から令和８年（２０２６年）３月２５日（水）
まで（予定）

１０　審査基準
　本プロポーザルによる事業予定者（交渉対象事業者）の選定に係る審査基準については、次のとおりとする。

	評価項目
	ポイント

	業務執行体制
	・適切な人員配置、役割分担が明確になっており、適切な体制となっている。
・緊急時の連絡体制・代替要員の確保が明確である

	実績
	・地方自治体等において、参加体験型のグループ学習形式による研修を実施した実績がある。
・類似規模・内容の研修実施実績が豊富である
・過去の研修参加者からの評価が高い

	業務目的の理解度
	・基本的な方針、DX人材育成の考え方が事業目的を理解した提案になっている
・自治体のDX推進における課題を的確に把握している
・対象職員のスキルレベルや学習ニーズを理解した内容である

	研修の内容
	・研修内容を理解しやすい内容、工夫がある
・自治体における業務を理解した、適切な研修内容である
・研修生が能動的に学習し、参加するための工夫がある
・研修で習得した手法や知識について、実際の業務に活かせる研修内容になっている
・段階的なスキルアップが図れるカリキュラム構成となっている

	教材・資料の内容
	・分かりやすく体系的に整理された教材が提供される
・研修後も参照できる実用的な資料が含まれている
・自治体特有の事例やケーススタディが豊富である

	創新性・独自性
	・他の提案にない独自の工夫や手法が盛り込まれている
・最新のDX技術やトレンドを取り入れた内容である
・受講者のモチベーション向上につながる工夫がある
・持続可能な人材育成につながる仕組みがある

	事業への適用性
	・研修で習得した手法や知識について、実際の業務に活かせる研修内容になっている。
・継続的な学習支援の仕組みがある
・実務への適用支援が提供される

	効果測定
	・研修実施後の成果について、効果的に測定・評価するための内容、工夫がある
・定量的・定性的な評価指標が明確に設定されている
・長期的な効果測定・追跡調査の計画がある

	費用の積算
	・提案内容と照らし、費用が適正な価格となっている。



※提案上限金額を上回る場合は失格とする。

１１　受託候補者の選定
（１）審査
本区職員で組織する「選定委員会」において項番１０の審査基準に基づき審査を行い、受託候補者を選定する。
（２）選考結果通知
令和８年（２０２６年）４月下旬（予定）
参加事業者に対して、別途通知する。なお、審査経過については一切公表しない。
※本選考については、異議申立ての対象手続には該当しない。
（３）選考結果の公表
　　　区公式ウェブサイトに選考結果を通知した日から６か月間掲載する。

１２　契約締結
（１）契約の締結
選定された事業者は、本業務の受注候補者として、企画提案書に基づき、本区と詳細な内
容について協議を行った上で、墨田区契約事務規則（昭和３９年墨田区規則第１１号）の規
定に基づき、予算の範囲内において契約を締結する。
（２）契約締結予定日
　　　令和８年（２０２６年）５月上旬（予定）
（３）次順位者の繰上げ
受注候補者と契約を締結することができない事由が生じた場合は、総合点の合計が次順位
以下となった提案者のうち、点数が上位であった者から順に契約締結の交渉を行うこととす
る。

１３　その他
（１）参加者又は参加予定者が本プロポーザルに参加し、又は参加の準備に要した経費については、参加者又は参加予定者の負担とする。
（２）期限までに企画提案書等の提出がない場合は、参加表明書の提出があっても参加の意思がないものとみなす。また、提出期限を過ぎてからの書類の差替え及び修正は認めない。
（３）提出できる提案は、１事業者１件までとする。
（４）区は、今回の事業者選定の目的以外には応募書類等を使用しない。また、応募書類等は、区の所有物として区が保管し、参加者への返却は行わない。
（５）本件に係る情報公開請求があったときは、墨田区情報公開条例（平成１３年３月２９日条例第３号）に基づき、非公開情報を除き提出書類を開示する。
（６）参加申込書を提出した後，参加を取り下げる場合は，辞退届（様式５）で提出するものとする。
（７）提案者が次の事項に該当したときは、失格とする。
ア　実施要領に定める手続を遵守しないとき。
イ　応募書類に虚偽の記載をしたとき。
ウ　審査の公平性に影響を与える行為をしたとき。
（８）審査結果に係る異議申し立ては、一切受け付けない。

１４　問合せ及び提出先
墨田区企画経営室ＩＣＴ推進担当　石村・池田・渡邊
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号
電話：03-5608-6224（直通）
メールアドレス：ICT-SUISIN@city.sumida.lg.jp
